
社会福祉法（抜粋） 

 

（定義） 

第２条  この法律において「社会福祉事業」とは、第１種社会福祉事業及び第２

種社会福祉事業をいう。 

２  （略） 

３  次に掲げる事業を第２種社会福祉事業とする。 

①～④の２  （略） 

⑤  身体障害者福祉法 （昭和２４年法律第２８３号）に規定する身体障害者生

活訓練等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事

業、同法 に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓

練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害者の

更生相談に応ずる事業 

⑥～⑬ （略） 

４  （略） 
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